
Mamoru HARUNA, Seiichiro KUBO, Yohei NISHITANI 
 

第Ⅳ部門  地方都市中心市街地活性化のための低利用既存大型商業施設再生の方法論に関する研究 

              

立命館大学理工学部 正会員  春名 攻  

立命館大学大学院  正会員  久保 誠一郎 

立命館大学     学生員 ○西谷 陽平 
 

１．はじめに 

近年、特に地方都市部における中心市街地の衰退・空洞化が

顕著になり、問題はより深刻化している。このため、中心市街

地の地元商店街の再開発事業に関しても消費者ニーズや時代

の流れに沿った開発の必要性が迫られている。そこで、変化す

る時代に対応し魅力ある都市を創出するために、市街地整備と

商業活性化対策の一体的事業整備を行うことで、個別ではでき

ない機能の導入・更新、レベルの高いサービス環境を実現し、

効率的・効果的に中心市街地活性化をめざすことが有効である

と考えた。本研究では、「都市においてストックとなっている

既存低利用大型商業施設の集客能力が回復するよう甦らせる

ことを、大型商業施設再生として、その有用性の実証を目的と

する。さらに、一時的な応急処置ではなく、持続的に維持・発

展していけるように、ソフト面において店舗の組織化に関して

の検討も加えることとする。 

また、事業整備を推進させる方法として、土地の取得から整

備、運営に至るまでの新しいシステムとして地域住民が主体と

なって地域づくりを行う組織の提案を行い、地域が主体となっ

た組織を中間法人として法人化したマネジメント組織形態の

構築を行うこととした。 

 

２.地方都市中心市街地における現状 

地方都市中心市街地の現状として、消費者の価値観の多様化

に対して、商業店舗側が変化に対応できておらず、商業環境が

時代にマッチしていない等という「商業・消費環境」、大型店

の郊外への立地や、モータリゼーションの進展等という「社会

動向」、社会基盤の老朽化や、交通渋滞等といった「社会基盤」

の３つの変化への対応不足による、地方都市の魅力の低下が考

えられる。そこで、変化する時代に対応し、魅力ある都市を創

出するために、地域独自の力を活用したまちづくりを行う必要

がある。このことから、地域参加型まちづくりを考慮した、効

率的・効果的な都市整備構想の検討を行うこととした。 

さらに、地方都市商店街の現状として、店舗の老朽化や商品

構成の不備等といったハード面、経営者の高齢化や後継者不足

による意欲の低下といったソフト面の課題が悪循環を生み、商

店街全体の商業機能や活力の低下となっていると考える。この

状況は、個別商店では対応が困難な大きな傾向である。そこで、

個別商店の組織化・協調体制を組み込んだ新しい運営方法の検

討を行い、統一的なマネジメントができる体制を構築し、中心

市街地が持続的に繁栄するための核として牽引できる施設開

発が必要であると考えた。そこで、今回、既存の低利用大型施

設に着目した。 

 

３．既存低利用大型施設再生に関する検討  

近年、全国の中心市街地で大型店の撤退が相次いでおり、こ

れらの中には、退店後の利用が決まらず長期間閉鎖状態や低利

用になっているケースも多い。これにより地域経済に深刻な影

響を与え、また景観面などからも地域社会に影響を与える恐れ

がある。 

現在、国や自治体も大型施設の活用支援策を打ち出しており

官民協力して大型施設再生に取り組む事例も現れている。また

それを契機に中心市街地再生の再生につなげる試みも見られ

る。 

また2005年12月21日の街づくり三法（大規模小売店舗立

地法、中心市街地活性化法、改正都市計画法）見直しによって、

今後、大型施設のもつ可能性がいっそう大きくなっている。 

 

４．既存低利用大型商業施設再生を契機とした整備計画案策

定に関する検討 

（１）対象地区の概要 

本研究の対象地である滋賀県草津市は、近年急激に人口増加

し、都市化が進んでいる地域であり、今後発展していくための

ポテンシャルを充分に有していると考えられる。しかし、対象

地区であるＪＲ草津駅東地区は、既存低利用大型商業施設の存

在や商店街の低迷・衰退等がおこっている地区となっている。

これは立地等の好条件を充分に活かせていないことが考えら

れる。今後滋賀県草津市が、魅力的に発展し、持続的に繁栄す

るためには、中心市街地である本地区の活性化は必要であり、

非常に重要であると考える。 

 

（２）既存低利用大型商業施設整備に関する検討 

地方都市の中心市街地は、消費者ニーズ変化への対応の遅れ
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が商店街の魅力低下を招き、多くの場合衰退してきている。地

方都市の発展を考える上で、市内の各地域・地区に密接に関わ

り、地元住民や地場産業に大きな影響を持つ地元商店街の活性

化を促進することが最も有効であると本研究では考えた。 す

なわち、ＪＲ草津駅東口Ｌｔｙ９３２を対象地とした駅前整備

において、地元要望の強い商業施設や公共的な施設を導入した

「既存低利用大型商業施設再生構想」案を提案し、実証的計画

分析を行うこととする。再生コンセプト、整備施設内容に関し

ては発表時に示すこととする。 

（３）Ｌｔｙ９３２マネジメント組織に関する検討 

中心市街地における個別商店レベルでは対応が困難な商店

街の問題を解決するために、Ｌｔｙ９３２再生構想に参画する

地元商店街のポテンシャルを最大限に発揮できる効果的方法

となる組織体制・マネジメントシステムづくりが重要であると

考えた。つまり、個別商店の集合による組織化を行うことで、

個別店舗では実現することが困難である優れたサービス創

造・提供体制の実現をめざすポテンシャルを保有させようとい

うものである。このＬｔｙ９３２マネジメントシステムを図－

１に示す。 

検討したＬｔｙ９３２マネジメント組織の組織形態として

は、個別商店の独立採算制や商店規模・種類による出資額の設

定等を検討した。また、運営内容として、共同仕入れや配送・

宣伝を行うことでコスト面の効率化が行え、顧客情報やマーケ

ティング情報を共有することで、効果的なサービスが提供でき、

人材開発組織として人材の派遣や教育を行うことで、さらに優

れたサービス提供へつながると考えた。さらに、Ｌｔｙ９３２

に必要な共有設備部分の運営・管理を行うことも考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｌｔｙ９３２マネジメント組織の概要 

 

 

５．中間法人制度を活用した地域組織による地域参加型まち

づくりシステムの提案 

今回想定している中間法人は、自分達の地域を自分達の力で

良くしていこうという地域の力を活用する考えのもと草津駅

東口Ｌｔｙ９３２を活性化させることで、地域の生活環境を向

上させたいという共通の利益を求めることとした。そこで、地

域住民から基金を募り調達した資金で対象地の土地を取得し、

地域共有の土地として法人名義で所有することで、土地は、地

域共有の財産として地域の生活環境向上のために整備するこ

とができる。また、取得した土地を今回移転してくるＬｔｙ９

３２マネジメント組織に貸借することを考えた。中間法人は利

益を追求しないため、賃貸価格を低くすることができ、賃貸で

得た利益に関しては、基金の償還にあてることが可能であると

考える。 

 

６．Ｌｔｙ９３２整備計画モデル 

定式化計画モデルを「Ｌｔｙ９３２整備計画モデル」とした。

モデルの概念図は図２に示す。モデル分析の結果は発表時に示

すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ モデルの定式化 

７．おわりに 

本研究では、地方都市中心市街地活性化の一方策として、既

存低利用大型施設利用に着目し、既存低利用大型施設再生の提

案を行った。また対象地、滋賀県草津市の現況と問題･課題点

の整理、大型施設再生動向の整理、施設利用ニーズの把握、意

識分析･調査を通じて、明確でかつ新しい既存低利用大型施設

再生を提案できたと考える。 
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多目的ホール
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jU ：当該施設に整備される各階の効用関数（希望度）jU ：当該施設に整備される各階の効用関数（希望度）
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